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内部統制システム構築の基本方針に関する決議のお知らせ 
 
 
当社は、平成18年5月19日開催の取締役会において、平成18年5月1日の会社法施行に伴う 
内部統制システム構築の基本方針に関し、下記の通り決議致しましたのでお知らせいたします。 

 
 

記 
 

内部統制システム構築の基本方針 
1．取締役の職務の執行に係る情報の保存及び管理に関する体制 

  （会社法施行規則第100条第 1項第 1号） 

 

取締役は、職務執行・意思決定に係る以下の文書（電子記録を含む）その他の重要な情報に 

ついて、社内規程に基づき適切に保存および管理を行う。 

 ① 株主総会議事録と関連資料 

 ② 取締役会議事録と関連資料 

 ③ 社内稟議決裁書と関連資料 

 ④ その他取締役を決定者とする決定書類及び附属書類 

 ⑤ その他取締役の職務の執行に関する重要な文書 

 

2．損失の危険の管理に関する規程その他の体制 

  （会社法施行規則第100条第 1項第 2号） 

 

  企業活動及び経営戦略上のリスクに関しては、取締役が経営会議、各事業部ヒアリング等 

  を通じて、常に情報を集約する体制にあり、リスクへの対応が必要な場合には、代表取締役が 

担当取締役を任命し必要な対応を行う。 

コンプライアンス、環境、災害、品質等にかかるリスクについては、各担当部署が必要に 

  応じ研修、マニュアルの作成・配布等を行うものとし、新たに生じたリスクへの対応が必要な 

  場合は、速やかに対応責任者となる担当取締役を定め、必要な策を講じる。 

 



3．取締役の職務の執行が効率的に行われることを確保するための体制 

  （会社法施行規則第100条第 1項第 3号） 

 

   代表取締役は、経営会議及び各事業部ヒアリング等を通じ、常に情報を集約・検討する体制をと

っており、各担当取締役に業務執行を委任する事項及び施策を確認・指示している。 

当社または当社グループ全体に影響を及ぼす重要事項については、取締役会、経営会議、各事業

部ヒアリング等を開催し、迅速な意思決定と必要な情報を共有する体制をとっている。 

 

4．使用人の職務の執行が法令及び定款に適合することを確保するための体制 

  （会社法施行規則第100条第 1項第 4号） 

 

   当社は、法令・社内規程に基づき使用人が職務の執行に必要と認める適切な指導監督又は 

  教育を職制に基づいて行っている。 

  

5．当社ならびにその子会社からなる企業集団における業務の適正を確保するための体制 

  （会社法施行規則第100条第 1項第 5号） 

   当社または当社グループ全体に影響を及ぼす重要事項については、当社取締役が担当を兼務して

おり、多面的な検討を経て迅速な意思決定を行う体制をとっている。 

また、担当取締役は、当社グループ会社の主管者に対し、業務の適正を確保するため、期間毎に 

｢業務執行にかかる誓約書」の提出を義務化している。 

 

6．監査役がその職務を補助すべき使用人を置く事を求めた場合における当該使用人に 

関する事項及び取締役からの独立性に関する事項 

  （会社法施行規則第100条第 3項第 1号・第 2号） 

 

   監査役がその職務を補助すべき使用人を置く事を求めた場合は、必要に応じて、専任又は 

兼任の使用人を置くこととする。 

使用人の任命・異動等の人事に関わる事項の決定には、監査役に事前の同意を得るものとする。 

 

7．取締役及び使用人が監査役に報告をするための体制その他の監査役への報告に関する体制 

  （会社法施行規則第100条第 3項第 3号） 

 

   監査役は、取締役会・経営会議に出席するほか、社内稟議決裁書・財務資料・その他事項に 

ついて適宜報告を求める体制をとっている。 

取締役及び使用人は、監査役に対し以下の事項の報告を行う。  

① 不正行為、法令・定款に違反する重大な事実が発生する可能性もしくは発生した場合  
はその事実 

② 会社に著しい損害及び利益を及ぼす恐れの場合は、その事実 
③ 毎月の月次財務資料 
④ 上記の他、監査役が職務遂行上報告を受ける必要があると判断した事項 

 



8．その他監査役の監査が実効的に行われることを確保するための体制 

  （会社法施行規則第100条第 3項第 4号） 

 

監査役の監査が実効的に行われることを確保するために、必要に応じて本社各部門にて 

  監査役の監査の補助及び協力を行う。 

 
以 上 


